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地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
の
連
携
に
よ
る
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律

案
（
閣
法
第
一
二
号
）
（
先
議
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
生
物
の
多
様
性
を
め
ぐ
る
状
況
を
踏
ま
え
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
が
有
機
的
に
連
携
し
て
行
う
地
域

の
特
性
に
応
じ
た
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動
を
促
進
す
る
た
め
、
地
域
連
携
保
全
活
動
基
本
方
針
の
策
定
及
び
市

町
村
が
作
成
す
る
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
つ
い
て
定
め
、
同
計
画
に
基
づ
く
活
動
に
つ
い
て
関
係
法
令
の
適
用
の
特
例
等

の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
こ
の
法
律
の
目
的
は
、
地
域
に
お
け
る
多
様
な
主
体
が
有
機
的
に
連
携
し
て
行
う
生
物
の
多
様
性
の
保
全
の
た
め
の
活
動

を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
等
を
講
じ
、
も
っ
て
豊
か
な
生
物
の
多
様
性
を
保
全
す
る
こ
と
と
す
る
。

二
、
主
務
大
臣
（
環
境
大
臣
、
農
林
水
産
大
臣
及
び
国
土
交
通
大
臣
）
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
基
本
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三
、
市
町
村
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
基
本
方
針
に
基
づ
き
、
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
行
う
地
域
連
携
保
全
活
動
の
促
進

に
関
す
る
計
画
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
計
画
作
成
に
必
要
な
手
続
を
規
定
す
る
こ
と
と
す
る
。



- 2 -

四
、
地
域
連
携
保
全
活
動
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
、
自
然
公
園
法
、
森
林
法
、
都
市
緑
地
法
等
に
基
づ
く
許

可
等
の
手
続
を
不
要
と
す
る
特
例
を
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

五
、
国
は
、
民
間
団
体
等
が
行
う
生
物
の
多
様
性
の
保
全
上
重
要
な
土
地
の
取
得
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
、
情
報
の
提
供
・
助
言

そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

六
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
地
域
連
携
保
全
活
動
に
関
し
、
情
報
の
提
供
・
助
言
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
努

め
る
こ
と
と
す
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。


